
 

 

国からの指定等に基づき法人が実施する事務・事業に関する政策評価（個票） 

 

事務・事業名 技能検定の実施 担当部局・担当課室 人材開発統括官付能力評

価担当参事官室 

評価実施時期 令和４年３月 

根拠法令等 職業能力開発促進法（昭和 44年
法律第 64号。以下「法」とい
う。）第 47条第１項 

類型 試験（資格付与） 

指定等の形態 指定 

事務・事業の

概要 

○ 事務・事業創設時の趣旨 
技能検定制度は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公

証する国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、法
に基づき昭和 34 年から実施している。技能のウエイトが高く、全国的に需要を
有する分野を対象に、国が主体となり全国、業種・職種共通の基準の下で制度を
構築・運営している（試験は都道府県知事又は民間の指定試験機関が実施）。技
能検定に合格した者は、｢技能士｣と称することができる（名称独占資格）。 
指定試験機関制度は、技能検定において民間の活力を活用することを目的とし

て、平成 13 年 10 月に創設され、試験業務の全部又は一部（合格決定を除く。）
を民間機関に行わせることができることとなった。 

 
○ 事務・事業の内容 

職業能力開発促進法施行規則（昭和 44年労働省令第 24号。以下「規則」とい
う。）別表第 11の３の４に掲げる職種に係る技能検定試験業務の全部又は一部を
民間機関（指定試験機関）が実施する。 

 
○ 事務・事業の改正経緯 

指定試験機関が実施する技能検定職種は、 
平成 13 年  ２職種で開始 
平成 14 年  ４職種追加 
平成 16 年  ２職種追加 
平成 19 年  １職種追加 
平成 20 年  ２職種追加 
平成 22 年  １職種追加 
平成 23 年  １職種追加 
平成 24 年  １職種追加 
平成 27 年  １職種追加 
平成 29 年   ２職種追加 
平成 30 年  ２職種追加 
令和３年   １職種追加 計 20 職種 

となっているところ。 

事務・事業の

目的 

指定試験機関制度により民間の活力を活用しながら、労働者の有する技能の程度を

検定し、これを公証することにより、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的

とする。 

 関連する

政策目標

等 

基本目標Ⅵ  労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分
に発揮できるような環境整備をすること 

施策大目標１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること業績指標の目標値 技能
検定受検申請者数を前年度実績以上とすること 

法人の指定等

の状況 

別紙のとおり。 



 

 
 

指定・登録等
の基準に対す
るよくある問
合せと回答 

特になし。 

料金等・積

算根拠 

別紙のとおり。 

事務・事業

の実績等 

○ 実績（令和３年度） 
年間受検申請者数 709,233 人 
（うち一般社団法人・一般財団法人実施分 394,045 人、公益社団法人実施分 
46,562 人、ＮＰＯ法人実施分 268,487 人、事業主団体実施分 139 人） 

 
○ 事業収入（令和３年度） 

受検手数料等収入 5,307,969 千円 

（うち一般社団法人・一般財団法人実施分 2,812,219 千円、公益社団法人実施

分 595,330 千円、ＮＰＯ法人実施分 1,895,289 千円、事業主団体実施分 

5,131 千円） 

国からの補

助金等 

○ 補助金・委託費等（令和３年度）：149,051 千円 

 

事務・事業の

見直し状況

（これまで

の検証） 

○ 技能検定職種の新設等 
●  行政改革の重要方針（平成 17年 12 月 24 日閣議決定）において、「技能検

定制度について、新設の職種については、民間の指定試験機関において行う
ことを原則とする。既存の職種については、民間の指定試験機関への移行を
促進する」こととされ、新設の職種に係る試験は、指定試験機関で実施して
いる。 

●  都道府県知事が試験を実施する既存の職種について、平成 27 年４月１日付
けで機械保全職種を指定試験機関の実施に移行した。 

●  平成 29年 10 月 24 日付けで接客販売職種、フィットネスクラブ・マネジメ
ント職種、平成 30年７月 23日付けでブライダルコーディネート職種、ホテ
ルマネジメント職種、令和３年８月 13日付けで眼鏡作製職種を追加した。 
 

○ 試験事務の適正化 
①  技能検定試験問題漏洩に係る再発防止対策として、指定試験機関に対し、

平成 23 年 10 月に、ⅰ）秘密保持義務及び秘密事項の範囲について周知徹底
すること、ⅱ）技能検定の事前講習会や事前教育の禁止、ⅲ）内部監査の実
施を求めた。 

②  「検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関する調査」に基づく
総務省勧告（平成 23 年 10 月）を踏まえ、指定試験機関のホームページで
ⅰ）過去問題の公開及びⅱ）財務諸表及び試験事務の実施に係る収支状況の
公開を行い、ⅲ）受検手数料の積算根拠の公開を行った。 

③  平成 24年、25 年及び 27 年から 31 年に指定試験機関連絡会議を開催し、
試験業務の適正化、情報管理の徹底等について指導を行った。 

④  平成 26年２月に指定試験機関監査指導実施要綱及び実施細目を改正し、行
政指導指針及び処分基準の明確化を行った。 

 
○ 指定基準の改正 

規則第 63条の５の３第１号に規定する指定試験機関の指定基準のうち試験実
績に係る基準について、客観的な評価基準による実践的な試行試験を行ったもの
を平成 27年度に追加した。 

 



 

 
 

事務・事業の

必要性・有効

性等 

○ 事務・事業の必要性 
技能検定制度を社会的ニーズに沿ったものとしていくためには、職種の見直し

を図っていく必要があり、そのためには、検定職種に精通する民間機関の活力を
活用することが効果的である。 
  

○ 事務・事業の妥当性 
指定試験機関が、公平・中立に技能検定試験を実施するよう、次のことを行っ

ている。 
・ 法第 47 条第２項で指定試験機関の役職員等に対し秘密の保持義務を課して

いる。 
・ 規則第 63条の６に基づき指定試験機関が策定する試験業務規程で役職員等

が受検対策講座等の業務に携わることを禁じている。 
・ 指定試験機関において、技能検定試験業務に携わらない役職員による内部

監査を行うこととしている。 
・ 指定試験機関に対して３年に１度立入検査を実施することにより、公平

性・中立性を担保している。 
また、過去に出題された試験問題をホームページにおいて公開するとともに、

指定試験機関によっては、インターネットによる受検申請を可能とし、学校に在
席する生徒等が団体受検する場合に当該学校等を受検会場とするなど受検者の利
便性を確保している。指定試験機関において技能検定試験業務に係る事業報告書
及び収支決算書をインターネットで公開しているほか、厚生労働省において受検
手数料が妥当なものか定期的に検証するなど、透明性を確保している。 

 
○ 事務・事業の有効性 

検定職種に精通する団体を指定試験機関としていることにより、実践的な試験
内容となっていることや、過去問題の公開等の受検者の利便性の向上を図ってい
ることから、受検申請者が 70万人以上（令和３年度）となっている。労働者の
技能の程度を検定し、これを適切に評価することにより、技能の向上に寄与して
いる。 

事務・事業

の執行体制

の妥当性等 

○ 指定等を行う妥当性 
技能検定制度を社会的ニーズに沿ったものとしていくためには、職種の見直し

を図っていく必要がある。そのためには、検定職種に精通する民間機関の活力を
活用することが効果的である。 

 
○ 事務・事業実施主体の適格性 

● 指定等の基準の妥当性 
指定試験機関の指定基準について、事業主の団体若しくはその連合団体又

は営利を目的としない団体（法第 47 条第１項）、職員や設備の確保等の試験
実施体制の整備、区分経理（規則第 63条の５の２）、試験実施に関する一定
の実績（第 63条の５の３）等を定めており、安定的で公正な試験運営のた
めに必要なものであり、指定基準についても妥当である。 

 
● 実施主体としての指定等法人の適格性 

検定職種に精通した業界団体等が指定試験機関として試験を実施している
ことから、現場のニーズに対応した試験が実施可能である。 

また、法第 48条第１項に基づく立入検査を３年に１度実施し、必要な指
導を行うとともに、社会的に影響が大きく、悪質な事案を起こした指定試験
機関に対しては、厳しく是正を求めるとともに、是正されない場合には指定
試験機関の取消しを含めた厳しい処分を行うこととしており、実施主体とし
ての指定試験機関の適格性を確保している。 



 

 
 

政策効果の

把握の手法

及びその結

果 

指定試験機関に対する監査・聞き取り調査 

学識経験を

有する者の

知見の活用

に関する事

項 

特になし。 

政策評価を

行う過程に

おいて使用

した資料そ

の他の情報

に関する事

項 

事業報告書及び収支決算書（各指定試験機関で作成） 

評価結果の総

括（現状分析

（事務・事業

の評価）と今

後の方向性） 

 

民間機関を活用した技能検定制度の実施については、70 万人以上（令和３年度）の
受検申請者がいること等から、労働者の有する技能の程度を検定する試験として有
効なものであり、技能の向上に寄与しているものと考える。 

 
指定試験機関による職種の新設を行うとともに、指定試験機関に対する指導監督の
実施、試験内容の見直し等を行うことにより、民間機関の活力を活用した技能検定
制度の運営を進めていく必要がある。 

備考  



 

 
 

別紙 

合計 19 法人等（令和４年３月 31 日現在） 

・一般社団法人・一般財団法人（８法人） 

・公益社団法人（６法人） 

・ＮＰＯ法人（４法人） 

・事業主団体（１団体） 

法人名 

（職種名） 

指定等の時期 連絡先（ＴＥＬ） 料金等・積算根拠 

一般社団法人・一般財団法人（８法人） 

一般社団法人金融財

政事情研究会 

（ファイナンシャル・

プランニングﾞ及び金

融窓口サービス） 

平成 14 年６月 11 日 03-3358-0771 一般社団法人金融財政事

情 研 究 会 Ｈ Ｐ

https://www.kinzai.or.

jp/fp/nittei-

fp/37852.html 

 

一般社団法人日本ホ

テルレストランサー

ビス技能協会 

（レストランサービ

ス） 

平成 14 年６月 11 日 03-5226-6811 一般社団法人日本ホテルレ

ストランサービス技能協会

ＨＰ 

http://www.hrs.or.jp/ken

tei2022kouji.html 

 

一般財団法人知的財

産研究教育財団 

（知的財産管理） 

平成 20 年２月 29 日 03-6261-0155 一般財団法人知的財産研究

教育財団ＨＰ 

https://www.kentei-info-

ip-

edu.org/exam_summary.htm

l 

 

一般社団法人全日本

着付け技能センター 

（着付け） 

平成 22 年２月１日 03-3370-1740 一般社団法人全日本着付け

技能センターＨＰ 

https://www.kitsuke.or.j

p/flow.html 

 

一般社団法人日本ピ

アノ調律師協会 

(ピアノ調律) 

平成 23 年９月１日 03-3255-3897 一般社団法人日本ピアノ調

律師協会ＨＰ 

https://www.jpta.org/ken

tei/guideline.shtml 

 

一般社団法人日本百 平成 29 年 10 月 24 日 03-3272-1666 一般社団法人日本百貨店協



 

 
 

貨店協会 

（接客販売） 

会ＨＰ 

https://www.hanbai-

kentei.jp/contents/ 

 

一般社団法人日本フ

ィットネス産業協会 

（フィットネスクラ

ブ・マネジメント） 

平成 29 年 10 月 24 日 03-5207-2456 一般社団法人日本フィット

ネス産業協会ＨＰ 

https://fcm-test.jp/ 

 

一般社団法人日本宿

泊産業マネジメント

技能協会（ホテル・マ

ネジメント） 

平成 30 年７月 23 日 070-9030-0660 

 

一般社団法人日本宿泊産業

マネジメント技能協会ＨＰ 

https://www.hotel-

management.or.jp/kentei/

guide-written.php 

 

  



 

 
 

公益社団法人（６法人） 

公益社団法人全国ビ

ルメンテナンス協会 

（ビルクリーニングﾞ

及びビル設備管理） 

平成 13 年 10 月１日 

平成 16 年４月１日 

03-3805-7560 公益社団法人全国ビルメン

テナンス協会ＨＰ 

https://www.j-

bma.or.jp/qualification-

training/building-

cleaning#03 

 

公益社団法人調理技

術技能センター 

（調理） 

平成 13 年 10 月１日 

 

03-3667-1867 公益社団法人調理技術技能

センターＨＰ 

https://chouri-

ggc.or.jp/cgghshiken/abo

ut/ 

 

公益社団法人全国ハ

ウスクリーニング協

会 

（ハウスクーニング） 

平成 24 年４月 23 日 03-5802-7031 公益社団法人全国ハウスク

リーニング協会ＨＰ 

https://housecleaning-

kyokai.org/examination/g

uide.php 

 

公益社団法人日本プ

ラントメンテナンス

協会 

（機械保全） 

平成 27 年４月１日 03-5733-6940 公益社団法人日本プラント

メンテナンス協会ＨＰ 

https://www.kikaihozensh

i.jp/points/#pointsLink1

0 

 

公益社団法人日本ブ

ライダル文化振興協

会（ブライダル・コー

ディネート） 

 

平成 30 年７月 23 日 03-6225-2611 公益社団法人日本ブライダ

ル文化振興協会ＨＰ 

https://www.bia.or.jp/ke

ntei2019-3/ 

 

公益社団法人日本眼

鏡技術者協会（眼鏡作

製） 

令和３年８月 13 日 03-6265-1821 公益社団法人日本眼鏡技術

者協会ＨＰ 

https://www.megane-

joa.net/ 

 

  



 

 
 

ＮＰＯ法人（４法人） 

特定営利活動法人日

本ファイナンシャル・

プランナーズ協会 

(ファイナンシャル・

プランニング) 

平成 14 年６月 11 日 03-5403-9890 特定非営利活動法人日本フ

ァイナンシャル・プランナ

ーズ協会ＨＰ 

https://www.jafp.or.jp/e

xam/outline/ 

 

特定非営利活動法人

高度情報通信推進協

議会 

（情報配線施工） 

平成 16 年 12 月 16 日 03-5346-5240 特定非営利活動法人高度情

報通信推進協議会ＨＰ 

http://www.b2every1.org/

exam/ginou_sum.html 

 

特定非営利活動法人

インターネットスキ

ル認定普及協会 

（ウェブデザイン） 

平成 19 年 10 月 12 日 03-6304-0378 特定非営利活動法人インタ

ーネットスキル認定普及協

会ＨＰ 

https://www.webdesign.gr

.jp/summery/commission/ 

 

 

特定非営利活動法人

キャリアコンサルテ

ィング協議会 

（キャリアコンサル

ティング） 

平成 20 年９月 10 日 03-5402-5588 特定非営利活動法人キャリ

アコンサルティング協議会

ＨＰ 

https://www.career-

kentei.org/about/ 

 

事業主団体（１団体） 

日本ウインドウ・フィ

ルム工業会 

（ガラス用フィルム

施工） 

平成 14 年６月 11 日 03-6416-3813 日本ウインドウ・フィルム

工業会ＨＰ 

http://www.windowfilm.jp

/skill/recruiting.html 

 

 

 


